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研究成果の概要（和文）：　本研究課題において以下の2つの成果を得た。第1は1983年労働力調査データを利用し、エ
スニックマイノリティの人的資本としての側面、および就業状況を関連づけて分析した。この結果、16-24歳のイギリ
ス生まれの若年層についてエスニシティによる社会的格差の詳細があきらかになった。
　第2は、1970年代後半から80年代の政府および関係機関が発行した調査報告書および政府関係省庁の内部資料などか
ら、同時代の若年失業者への対策特にサッチャー政権初期に若年労働者賃金切り下げ政策について解明した。特に、こ
うした政策がエスニックマイノリティの若者に対して与えた影響を考察した。

研究成果の概要（英文）：This research has revealed characteristics of the ethnic minority youth in the lat
er 1970s and early Thatcher era from two different but inter-related points of view.First, by using the da
ta set from 1983 Labour Force Survey, the research has analysed the socio-economic characteristics of the 
youth aged 16-24. Thee were significant disparities by ethnicity. However, the results revealed that simpl
e dichotomy of 'white' and 'ethnic minority' fell short to understand the segmented British labour market.
Second, numerous social research reports and government papers has shown that so-called training schemes a
imed for the unemployed youth did push them into jobs signalised by instability and low pay. Behind this p
olicy was Mrs. Thatcher's conviction that the youth were pricing themselves out of labour market.
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１．研究開始当初の背景 
本研究は、国内外の研究動向にたいする以
下のような問題意識からスタートした。 
 

 現代イギリスへの移民にかんする研
究は盛んであり、毎年多くの研究書、論文
が出版・発表されている。しかし、そうし
た研究においてはひとつのマイノリティ・
グループに着目することが多く、エスニッ
ク・マイノリティ・グループ相互の関係に
ついては、十分に解明されていない。また、
近年のイギリスおよび日本における移民政
策研究は、イギリスの白人社会としての同
質性（「ホワイトネス」）の維持を政府は
第一の目的としたとして、社会的、文化的
側面からエスニシティに着目する研究が多
い。そのため、移民政策の労働力政策とし
ての側面を軽視する傾向があり、移民政策
によって発生した労働市場の変化を看過し
ている場合が多い。また、労働市場を考察
するうえで、新英連邦からの移民に着目し
た研究では等閑視されてきた、「労働許可
証」による短期的移民がイギリス労働市場
に与えた影響を考える必要がある。 
 以上から、移民政策史と労働政策史、特
に積極的労働市場にかんする政策の相互関
連を分析する必要があると考えた。 
 

 研究で多用されている「移民」という
言葉は、出生後、イギリスへの移住してき
た人とイギリス国内に居住するエスニッ
ク・マイノリティの双方を漠然とさすこと
がある。しかし、1948 年の『エンパイア・
ウィンドラッシュ』号による移民開始から
60 年以上たち、現在のイギリスのエスニッ
ク・マイノリティは（グループによってそ
の比率は異なるものの）移民第 2、第 3 世
代代が中心である。現在のイギリス社会に
おける新たな「移民」の多くは旧東欧諸国
やアジア諸国の出身者など英連邦以外の出
身者であり、その中には white とみなされ
る人が多く含まれている。現在の移民問題
を考えるためには、白人社会に到着したカ
ラード移民の問題という枠組みではなく、
多様なエスニック・マイノリティを抱えた
イギリス社会に、新たに移民（white も含む）
が到着するという枠組みを考える必要があ
る。 
 それゆえ、本研究では ’white’、 ’ethnic 
minority’ それぞれの中になる差異に十分
に分析することをひとつの目的とした。 
 
２．研究の目的 

 本研究の目的は、従来別々に考察され
てきた、新英連邦出身者にかんする移民政
策（特に 1962 年以降における入国の可否と
国内の雇用と関連づける政策）、個々の労働
許可証発行による外国人労働者導入政策お
よび国内（若年者）失業者向け政策を関連
つけて把握することである。 

 当該時期におけるエスニック・マイノ
リティの若年者の社会経済状況を分析する。
その際、当該時期においてはすでに移民第
2 世代の成長に伴うマイノリティ人口の変
化に特に着目する。 
 

 1970 年代後半以降の労働市場政策を、
若年労働者、特にエスニック・マイノリテ
ィとの関連からとらえ直す。1979 年のサッ
チャー政権の誕生以降あきらかになる若年
者を特に対象とした低賃金政策に着目する。
また、1970 年代後半以降、大規模に展開さ
れた若年者向けの「訓練」制度について、
実際の運用を分析して、さまざまな属性を
持った若年者をいかなる労働者として想定
し、不況期のイギリス労働市場にいかに位
置づけられたのかをあきらかにする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は以下の方法によって行った。 
 
  時代の設定  研究全体をとおして、
戦後期（1948 年～1985 年）目配りをするも
のの、本研究期間においては、特に 1970
年代および 80 年代初頭に着目した。この時
期は、本研究の主たる関心事であるマイノ
リティ労働者の歴史にとって非常に重要な
時期であると考えたためである。移民政策
史研究では、1971 年移民法を戦後移民政策
史の画期とし、それ以降の移民政策にかん
する研究が手薄になっている。しかし、1970
年代はイギリス経済の停滞にともなって失
業率は高く、特にエスニック・マイノリテ
ィ労働者のそれは顕著であった。1979 年に
はサッチャー政権が誕生し、「労働市場改
革」を進めていくこととなる。労働史上重
要な時期であるこの時期は、また、1950 年
代に大量に移民をしてきた新英連邦からの
移民の子ども（移民第 2 世代）が労働市場
に参入する時期に一致する。以上の理由に
よって、1970 年代、および 1980 年代初頭
を研究対象とすることは意義あることと考
えた。 
 

 労働市場分断にかんする近年の研究
枠組みの利用   1990 年代後半以降に
おける英米など先進工業国への移民の増加
を背景に二極化した労働市場と移民政策と
の関連を分析した研究、移民が多く参入す
る低賃金職場にかんする雇用慣行の比較研
究もが多く発表された。こうした研究の枠
組みを利用することによって、本研究の理
論的側面を強化した。 
 

 数量データの利用  本研究の申請
時から最も大きく変更したのが数量データ
の利用である。本研究開始後、研究協力者
である、英国イースト・アングリア大学ブ
ロンウェン・ウォルタ名誉教授から Office 
of Population Censuses and Survey, Social 



Survey Division. Labour Force Survey, 1983 
[Computer file]が、エスニック・マイノリテ
ィ第 2 世代を判別可能な資料であり、彼ら
の社会経済的状況を把握可能な資料である
ことを教示された。このデータはエセック
ス大学が管理運営する UK Data Archive 
[distributer]として利用可能である（分類番
号, SN2029）。 
http://dx.doi.org/105255/UKDA-SN-2029-1. 
 1983 年労働力調査 Labour Force Survey
（以下 LFS83）の個別データがこのデータ
を利用し、義務教育修了後から 24 歳までの
若年層のエスニック・グループ別の学歴、
資格、宗教上などを分析した。 
 

 社会調査および政府内部資料の分析  
1970 年代後半以降、若年者の失業、エスニ
ック・マイノリティの若者にかんする社会
調査や政府の失業対策の効果などにかんす
る調査が大量行われた。これを検討すると
ともに、政府内部の資料、特に雇用省と若
年者の職業訓練および労働市場政策に大き
な権限を持っていた the Manpower Services 
Committee の資料を中心的に分析した。  
 
 
４．研究成果 
 

 1983 年労働力調査（以下 LFS83）の総
データ数は 247,897 件であるが、出生地が
未記入および「船舶、航空機」「無回答」「知
らない」となっているもの、および両親の
いずれかの出生地が不明であるデータを分
析対象から除外した。本人および両親とも
に出生地がわかる個人のうち、本人がイギ
リス生まれかつ両親の出生地がともにイギ
リスであり場合、当該の人物を「イギリス
人」と判断する。これが、178020 件であっ
た。本人がイギリス生まれで、両親の少な
くとも一方がイギリス生まれでない 11060
件を移民第 2 世代とする。一方、本人の出
生地がイギリス以外である場合を移民第 1
世代とした。これが 13996 件であった。ま
た、本人がイギリス国外生まれであるもの
の、11 歳未満でイギリスに移住したものを
移民第 1.5 世代とした。これは、アメリカ
への子どもの移民および移民の子どもにつ
いて研究した社会学者 Min Zhou の研究 
‘Growing up American: The Challenge 
Confronting Immigrant Children and Children 
od Immigrants’ in the American Review of 
Sociology, Vol.23、1997 から着想を得た。な
お、本研究では義務教育修了後から 24 歳の
若年層について分析したので、以下の ～

までの分析結果はこの年代についての
みである。また、本報告では、特に断らな
い限り、特に移民の世代を限定せずに、研
究成果の概要を記する。 
 

 エスニック・グループによって若年層

の就業状態が異なっていることを明確に示
すことができた。イギリス人、アイルラン
ド系、ヨーロッパ系は、約 55％が就業し、
10％強が失業状態にあるので、この世代の
3 分の 2 は労働力人口となっている。アフ
ロ・カリビアン系は、学校にとどまる割合
がやや高く、その一方 5 人強に 1 人は失業
状態である。対して、インド系、アフリカ
系は在学中の人の割合が 30-40％弱と高く、
学校にとどまる傾向が高い。インド系の 6
人に 1 人、アフリカ系では 10％程度失業中
である。パキスタン・バングラデッシュ系
は学校にとどまる傾向があるが、失業して
いる人の割合も高く、5 人に 1 人しか働い
ていない。その一方、すべてのグループに
共通して言えるのが、政府による訓練制度
を利用している若者の割合の少なさである 
 

 高等教育以前の教育を修了した年齢
を占めす「学校を離れる年齢」は、エスニ
ック・グループによってかなり異なってい
た。イギリス人とアイルランド系は約 60%
が義務教育のみで学校を離れる。それに対
して、義務教育のみで学校を離れた人はイ
ンド系では約 3 分の１、アフリカ系では 5
分の 1 に過ぎない。アフロ・カリビアン系
とヨーロッパ系はその中間にあるが、同世
代のほぼ半分が 16 歳以降も学校にとどま
っていた。パキスタン・バングラデッシュ
系の第 1 世代は 60%が義務教育のみで学校
を離れ、さらに「学校に行っていない・わ
からない・答えない」という回答も他のグ
ループと比較して多い。特に女性のこの傾
向が強いものの、第 2 世代ではイギリス全
体の平均に近づいていた。以上から、エス
ニック・マイノリティの若者は失業を回避
する手段として学校にとどまるという選択
を行うことが示された。 
 

 学校にとどまることは、必ずしも資格
の取得を意味するわけではなかった。義務
教育のみで学校を離れた若年者の場合、ア
イルランド系は資格を取らずに学校を離れ
る傾向がある一方、ヨーロッパ系は、むし
ろ積極的に O-level を取得する傾向がある。
他方、アフロ・カリビアン系第 2 世代およ
びインド系第 2 世代がより低位の学業資格
である CSE を取得する傾向がある。 
 義務教育以降もフルタイムの教育を続け
た若年者にあっては、ヨーロッパ系は、イ
ギリス人とほぼ同程度の学業資格を取得し
ている。アイルランド系では大学進学者が
イギリス人等同程度いるものの A-level の
取得者が少なく、5 分の 1 は調査時点にお
いて何らの資格も得ていない。アフロ・カ
リビアン系、インド系、パキスタン・バン
グラデッシュ系は、大学進学者や A-level
取得者の割合が少なく、それぞれ 4 人に 1
人は学業資格を取ることなく、学校を離れ
ている。他方、アフリカ系は学位の取得率



が非常に高い。 
新英連邦系のマイノリティ・グループの若
者は、O-level の取得についてはイギリス人
の若者と大きな差はないものの、義務教育
修了以降までの学校にとどまったとしても、
A-level、さらには学位の取得を目指すこと
は少ない。例外的な存在はアフリカ系であ
り、彼らは、上位の学業資格を取得する。 
 

 職業資格についても、エスニック・グ
ループごとの特徴がある。アイルランド系
世代は、学業資格と同様に二極化している。
高度の職業資格を得ている比率がイギリス
人とあまり変わらない一方、学業に関する
資格も含めていかなる資格も得ていない若
者の割合が高い。アフロ・カリビアン系は
大卒程度にあたる高度の職業資格を取得し
ているものがほぼ皆無である、その一方、
後期中等教育相当、および義務教育修了相
当の職業資格についてはイギリス人とほぼ
同程度の割合の若者が取得している。イン
ド系およびアフリカ系は高度の職業資格に
は比較的熱心であるものの、イギリス人が
積極的に取得する中位の職業資格取得率は
比較的低い。パキスタン・バングラデッシ
ュ系とヨーロッパ系は、高度の職業資格が
所得するものの、学業資格のみの若者の割
合が比較的高い。これら２グループは、全
く資格を持たない人の割合が比較的低い。 
 

 以上から、教育歴、学業および資格歴
の習得状況は、エスニック・グループによ
って大きな差があり、white と一括されるイ
ギリス人、アイルランド系、ヨーロッパ系
においても差がある一方、新英連邦系のマ
イノリティ・グループの間にも差があり、
white 対 minority という単純な構図では対
象時期のイギリス労働市場を理解すること
が不可能であることを確認した。 

～ の分析は、さらに詳細な分析を加え、
「５ 主な発表論文等」の雑誌論文 にお
いて公表した。 
 

 本研究以前からの研究成果に加えて、
本研究期間中に行った労働市場分断にかん
する理論を援用し、雑誌論文 を執筆発表
した。 
 同論文における特徴は、非熟練移民労働
者の排除を目的としたとされる 1962 年移
民法の後もイギリス政府は非熟練労働者を
必要としていたことを明らかにした点であ
る。雑誌論文 は特に、病院の病院家事労
働者に焦点を当て、雇用主としてのイギリ
ス政府、なかでも保健省は、現代の低賃金
職場に移民を雇用する企業と同様に低賃金
職種への労働力供給を移民女性に依存して
いたことを政府の内部文書から明らかにし
た。政府は、表向き移民女性を「能力が低
い」と評価し、仕事を紹介しても従事しな
いなどと非難しながら、巧みにイギリス人

女性が忌避する職種へと位置づけた。新英
連邦からの移民の初期における政府のこの
対応は、移民労働市場の分断過程における
政府の役割の重要性を示唆するとともに、
女性移民の重要性が認識されるようになっ
た 1980 年代以前から女性移民とケア労働
や家事労働に従事する未熟練労働が密接に
結びつけられて、移民受入国の労働市場に
組み込まれていたことを如実に示している。 
 
 

 新英連邦からの移民にかんする研究
蓄積が厚い一方、戦後イギリスへの白人移
民研究は手薄である。雑誌論文 において、
非－「カラード」移民・移住労働者につい
て考察し、分析枠組みの構築を目指した。
特に、労働許可証による移民労働者につい
て着目し、1972 年以降の移住労働者政策を
分析し、非－「カラード」移民、移住労働
者は戦後一貫してイギリス社会に導入され
てきたことを示した。第二次世界大戦後の
政府主導によるEVWs等から労働許可証に
よるヨーロッパ人女性、東南アジアからの
女性の導入、さらに EU の東方拡大後の東
ヨーロッパ諸国からの女性労働者と女性労
働者の供給源が変化してきた。しかし、常
にイギリス人女性が従事したがらない職業
分野をイギリス人以外の女性を動員して充
足してきた。イギリス人、新英連邦からの
移民、そして非－「カラード」移民、移住
労働者がイギリスの労働市場のなかでどの
ように階層化の分析を必要性を確認した。 
 

 2012 年 3 月、2013 年 2 月にイギリス
において政府関係資料を収集し、イギリス
政府によるマイノリティ若年労働者と移民
政策に対する政府の政策を 3 期に分けて分
析した。 
1960 年代末までは、移民規制が次第に厳し
くなっていくが、それをマイノリティ 2 世
代の失業問題を関連させることはなかった。
そもそもマイノリティ 2 世代が非常に少な
かった。1960 年代末から 1970 年代末まで
は、若年者の失業問題に関心が集まり、彼
らへの職業訓練の必要性が認識されるよう
になった。しかし、マイノリティの若年者
失業については、その問題の原因を移民社
会や移民家族に求め、有効な対策は講じら
れなかった。外国人労働者を対象とする労
働許可証の発給は厳しくなるとともに、国
内の失業問題と外国人労働者導入が直接的
に関連させて論じられるようになった（と
はいえ、「国内では得られない労働力」の導
入が無かったわけはない）。1979 年のサッ
チャー政権の誕生以降、教育訓練は労働力
の活用への論点が変化する。サッチャー政
権は、若年者の失業は彼らに支払われる賃
金が高すぎるからだと明言し、露骨な低賃
金政策を、失業者への政策とともに実行す
る。この結果、若年労働者、特にエスニッ



ク・マイノリティの若者がサービス業など
安価な労働者として導入されることとなっ
た。こうした仕事は、1950 年代 60 年代に
あってしばしば、外国人労働者によって担
われていた仕事であった。 
 

 研究成果 ～ 、および の成果をま
とめ、2013 年 6 月に The 5th Japanese-Korean 
Conference of British History 
—Multiculturalism and Racial Problems in 
Twentieth Century Britain において報告を行
った（学会報告 ）。この時に得られた
コメントなどを婚研究に反映させ、現在、
英文論文の執筆準備を進めている。 
 

 これまでの研究を進めていく中で、若
年者が低賃金で雇用されている職種の一つ
として、飲食業（catering industry）が独自
の位置を占めていることがわかった。飲食
業は、イギリス社会のグローバル経済化に
伴い、飲食業はホテル業などと並び、グロ
ーバルシティを支えるサービス業として重
要であり、また観光産業の発展のためにも
重要な要素である。この産業は、一方では、
政府のイニシアティヴによってヨーロッパ
系の移住労働者が導入された産業であると
ともに、バングラデッシュ系、中国系をは
じめとして、多くのエスニック・マイノリ
ティ移民にとってエスニック・ビジネスで
あった。この産業のイギリス経済における
重要性は、新英連邦移民を制限した後にも
政府に十分に認識されており、労働許可証
などを利用した移民は受け入れられていた。
この間の政府と、エスニック・マイノリテ
ィ団体との駆け引きは、公文書に残されて
いる。こうした資料を利用し、グローバル
経済・消費・外食産業・移民をキーワード
として報告を行うために準備を進めた。報
告は、2014 年 9 月に学習院大学で行われる
Moving Around: People, Things and Practices 
in Consumer Culture において、’ Who is 
cooking and who is waiting for you when you 
eating out in Britain?’（仮題）として報告予
定である（14 年 4 月に報告決定済み）。  
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